
 
施設整備事業に係る事後評価結果について 

（平成１９年度事後評価分） 
 
１．事後評価の仕組み 
  事業実施主体が、費用対効果分析手法の対象事業として指定された施設整

備事業を実施した場合、当該者は、施設整備の完了後３年を経過した年の翌年

度に事後評価を実施し、機構に報告することとなっている。 
  また、機構は事業実施主体からの報告をもとに、事業ごとに事後評価結果

を踏まえ、必要に応じ改善していくこととする。 
 
２．事後評価結果 
  今年度は、平成１５年度に終了した施設整備事業を対象として、事後評価

を実施した。 
  事後評価対象事業及び件数は、新規就農円滑化モデル事業が１件、畜産環

境緊急特別対策事業が１件、食肉流通合理化総合対策事業が７件、家畜市場機

能高度化緊急対策事業が１件、乳業再編整備等対策事業が４件で、合計１４件

であった。これらの中で、投資効率が１以下であったものは、新規就農円滑化

モデル事業で１件であった。また、計画時の投資効率と実績値の投資効率が２

０％以上乖離していた事業は、７件であった。 
 
事  業  名 件数 投資効率が１以下 ＋２０％以上乖離 －２０％以上乖離 
新規就農円滑化

モデル事業 
 １ １００％ 

（１／１件） 
０％ 

（０／１件） 
１００％ 

（１／１件） 
畜産環境緊急特

別対策事業 
 １ ０％ 

（０／１件） 
０％ 

（０／１件） 
０％ 

（０／１件） 
食肉流通合理化

総合対策事業 
 ７ ０％ 

（０／７件） 
１４．３％ 

（１／７件） 
４２．９％ 

（３／７件） 
家畜市場機能高度

化緊急対策事業 

 １ ０％ 
（０／１件） 

１００％ 
（１／１件） 

０％ 
（０／１件） 

乳業再編整備等

対策事業 
 ４ ０％ 

（０／４件） 
２５．０％ 

（１／４件） 
０％ 

（０／４件） 
計 １４ ７．１％ 

（１／１４件） 
２１．４％ 

（３／１４件） 
２８．６％ 

（４／１４件） 
注：投資効率＝｛（年総効果額÷還元率）－廃用損失額｝÷総事業費 
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